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個
人
事
業
税
は
、
道
内
に
事
務
所
（
事

業
所
）
の
あ
る
個
人
が
、
地
方
税
法
等
で

定
め
ら
れ
た
事
業
を
営
む
場
合
に
、
そ
の

事
業
の
所
得
を
基
礎
と
し
て
課
税
さ
れ
る

税
金
で
す
。

事
業
の
所
得
か
ら
各
種
控
除
額
を
差
し

引
い
た
金
額
に
次
の
税
率
を
乗
じ
て
算
出

し
ま
す
。
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飲
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店
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納
税
通
知
書
は
、
８
月
11
日
㈫
に
第

１
期
分
と
第
２
期
分
を
合
わ
せ
て
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
第
２
期
の
納

期
限
の
11
月
30
日
㈪
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。

※
年
間
の
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合

は
、
第
１
期
に
全
額
を
納
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
税
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
１
枚
の
納
付
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
が
30
万
円
以

上
の
場
合
ま
た
は
バ
ー
コ
ー
ド
が
あ
っ

て
も
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
読
み

取
り
が
で
き
な
い
も
の
は
納
税
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
第
２
期
分
の
納
税
通
知
書
を
紛
失
さ
れ

た
場
合
や
納
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談

は
、
紋
別
道
税
事
務
所
納
税
係
へ
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
納
税
が
困
難
な
人

に
対
す
る
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度
に

つ
い
て
の
ご
相
談
も
受
け
て
い
ま
す
。

○
納
税
に
は
、
手
続
き
が
簡
単
で
便
利
な

口
座
振
替
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。
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所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税

予
定
納
税
が
必
要
な
人
に
は
、
６
月
中

旬
に
紋
別
税
務
署
か
ら
「
予
定
納
税
額
の

通
知
書
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
の
通

知
書
に
記
載
さ
れ
た
第
2
期
分
の
金
額
が

納
税
す
る
額
で
す
。

予
定
納
税

前
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
に
基
づ
き
計
算
し
た
予

定
納
税
基
準
額
が
15
万
円
以
上
と
な
る
場

合
に
、
原
則
と
し
て
そ
の
３
分
の
１
相
当

額
を
そ
れ
ぞ
れ
７
月
（
第
１
期
分
）
と
11

月（
第
２
期
分
）に
納
付
す
る
制
度
で
す
。

予
定
納
税
額
の
納
付

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
第

２
期
納
期
限
（
11
月
30
日
㈪
）
に
指
定
さ

れ
た
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
引

き
落
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
他
の
人
は
、
納

期
限
ま
で
に
金
融
機
関
ま
た
は
紋
別
税
務

署
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、

送
付
し
た
バ
ー
コ
ー
ド
付
納
付
書
を
使
用

し
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
納

税
を
利
用
で
き
ま
す
。
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

専
用
ペ
ー
ジ
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
納
付
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp
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は
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な
振
替
納
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を
ご
利
用

く
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さ
い
。
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年
末
調
整
手
続
き
の
電
子
化
に
つ
い
て

令
和
2
年
10
月
以
後
に
従
業
員
が
勤
務

先
に
提
出
す
る
生
命
保
険
料
控
除
等
に
係

る
控
除
証
明
書
等
に
つ
い
て
、
電
子
デ
ー

タ
に
よ
る
提
出
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

国
税
庁
で
は
、
電
子
デ
ー
タ
を
利
用
し

年
末
調
整
手
続
き
を
簡
便
化
す
る
た
め
、

「
年
末
調
整
控
除
申
告
書
作
成
用
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
」（
以
下
「
年
調
ソ
フ
ト
」）
を
無

償
提
供
し
ま
す
。

年
末
調
整
手
続
き
の
電
子
化
に
よ
る
流
れ

①
従
業
員
が
、
保
険
会
社
な
ど
か
ら
控
除

証
明
書
等
を
電
子
デ
ー
タ
で
受
領

②
従
業
員
が
、
①
の
電
子
デ
ー
タ
を
年
調

ソ
フ
ト
に
イ
ン
ポ
ー
ト
（
自
動
入
力
、

控
除
額
の
自
動
計
算
）

③
従
業
員
が
、
控
除
額
が
自
動
計
算
さ
れ

た
保
険
料
控
除
申
告
書
、
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
申
告
書
等
を
電
子
デ
ー
タ
に

て
勤
務
先
へ
提
出

④
勤
務
先
に
お
い
て
、
③
の
電
子
デ
ー
タ

を
給
与
シ
ス
テ
ム
に
イ
ン
ポ
ー
ト
し

て
年
税
額
等
を
計
算

年
末
調
整
手
続
き
の
電
子
化
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
同
サ
イ
ト
に
お
い

て
、
年
調
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
Ｗ
ｅ
ｂ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
‐
Ｔ
Ｖ
で
は

年
調
ソ
フ
ト
の
使
い
方
な
ど
の
動
画
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.nta.go.jp/users/ge

nsen/nenm
atsu/nencho.htm

Ｗ
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ｂ
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https://w
w
w
.nta.go.jp/publicati

on/w
ebtaxtv/index.htm
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  Information

政策公募を審査しました
本年度の公募政策は２人から２件の提案があり、雄武町公募政策審査会にて慎重に審査した結果、
次のとおりとなりましたのでお知らせします。
※紙面の都合上、具体的な提案内容の掲載は省略しています。

問財務企画課企画調整係

《 不採用（参考意見） 》
陸上競技場については、町民の健康増進、スポーツ活動の推進のためには有効であると考え
るところですが、既存のスポーツ施設（スポーツセンターや武道センターなど）の老朽化等に
伴い、それらの施設の改修・建替え等を含めた中で総合的に判断する必要があることから、今
後のスポーツ施設整備等にあたっての調査・検討を行う際の貴重な参考意見として活用させて
いただきたいと考えております。

提案１ 全天候型陸上競技場について（提案者：町民 30 代男性）

《 不採用 》
町内における野良犬・野良猫については、年間で数例が確認されている程度であり、個々の
相談・通報に応じて対処できている状況にあることから、去勢措置は不要と考えております。
また、野良犬・野良猫による「街犬・街猫としての観光スポット化」については、公衆衛生
上の新たな問題が生じることが予測され、管理体制および人材・人件費等を確保するには、募
金だけでは賄えないものと想定されます。飼犬・飼猫に対する去勢費用の補助については、飼
育限度を超えた犬および猫の繁殖を制限し、捨て犬・捨て猫の防止を図る観点から有効な施策
であると思いますが、公平性の観点から行政が去勢費用を負担することは、広く町民からの理
解を得ることが難しいと考えることから、現段階において町が政策的に取り組む必要性は低い
と判断しております。

提案2 雄武町動物愛護政策について（提案者：町民 20 代女性）

町では、「住民と行政の協働によるまちづくりの推進」を目指して、審
議会等委員への公募制導入、政策等への意見公募（パブリックコメント）
制度の導入などに取り組んできたほか、行政情報の積極的な広報を心が
けています。今後とも町政運営に関しましては、住民と行政が共に考え、
共に創るまちを築くために取り組みを進めてまいりますので、ご協力い
ただきますようお願いします。
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